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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
公
益
法
人
等
に
造
成
さ
れ
て
い
る
基
金
の
残
高
が
基
金
事
業
と
し
て
の
必
要
な
額
等
を
上
回

る
基
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
公
益
法
人
等
に
造
成
さ
れ
て
い
る
基
金
の
残
高
が
基
金
事
業
と
し
て
の
必
要
な
額
等
を
上

回
る
基
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
基
金
の
保
有
割
合
」
に
つ
い
て
は
、
「
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
の
実
施
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
五
年
四
月

五
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
、
毎
年
度
、
各
府
省
庁
が
作
成
し
、
九
月
末
を
目
途
に
公
表
す
る
基
金
シ
ー
ト
に
記
載
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。
現
時
点
で
公
表
さ
れ
て
い
る
最
新
の
基
金
シ
ー
ト
で
あ
る
令
和
四
年
度
の
基
金
シ
ー
ト
を
基
に
、
お
尋
ね

の
「
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回
る
部
分
を
機
械
的
に
算
出
し
た
場
合
の
府
省
数
、
基
金
事
業
数
、
金
額
お
よ
び
国
費
相

当
額
」
を
お
答
え
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
省
庁
、
四
十
六
基
金
事
業
、
約
千
四
百
五
十
七
億
円
及
び
約
千
四
百
三
十
六
億

円
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回
る
部
分
を
機
械
的
に
算
出
し
た
場
合
の
府
省
別
の
基
金
事
業
数
、
基
金
事
業

名
、
基
金
事
業
ご
と
の
金
額
と
国
費
相
当
額
」
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
度
の
基
金
シ
ー
ト
を
基
に
、
所
管
府
省
庁
ご
と
に
お

示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

復
興
庁 

 
 

全
体
で
、
四
基
金
事
業
で
あ
り
、
住
ま
い
の
復
興
給
付
金
に
よ
る
被
災
者
住
宅
再
建
支
援
対
策
事
業
が
約
二
十
三
億
円
（
う

ち
国
費
相
当
額
が
約
二
十
三
億
円
）
、
漁
業
・
養
殖
業
復
興
支
援
事
業
が
約
百
二
十
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
百
二
十

億
円
）
、
林
業
信
用
保
証
事
業
交
付
金
（
災
害
復
旧
）
が
約
一
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
一
億
円
）
、
漁
業
者
等
緊
急

保
証
対
策
事
業
交
付
金
が
約
四
十
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
四
十
億
円
）
で
あ
る
。 

 
 

厚
生
労
働
省 

 
 

全
体
で
、
一
基
金
事
業
で
あ
り
、
旧
優
生
保
護
法
一
時
金
支
給
等
業
務
費
交
付
金
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約

零
億
円
）
で
あ
る
。 

 
 

農
林
水
産
省 

 
 

全
体
で
、
二
十
一
基
金
事
業
で
あ
り
、
地
域
還
元
型
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
モ
デ
ル
早
期
確
立
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち

国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
中
堅
外
食
事
業
者
資
金
融
通
円
滑
化
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、

施
設
園
芸
等
燃
油
価
格
高
騰
対
策
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
産
地
生
産
基
盤
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業

が
約
二
十
一
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
二
十
一
億
円
）
、
畜
産
・
酪
農
収
益
力
強
化
総
合
対
策
基
金
等
事
業
が
約
三
百



 

３ 

 

九
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
三
百
九
億
円
）
、
馬
産
地
再
活
性
化
緊
急
対
策
事
業
が
約
一
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が

約
一
億
円
）
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
低
コ
ス
ト
経
営
支
援
緊
急
対
策
利
子
助
成
金
交
付
事
業
が
約
三
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額

が
約
三
億
円
）
、
雇
用
創
出
経
営
支
援
緊
急
対
策
利
子
助
成
金
交
付
事
業
が
約
七
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
七
億
円
）
、

担
い
手
経
営
発
展
支
援
金
融
対
策
事
業
が
約
一
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
一
億
円
）
、
貸
付
事
業
が
約
四
十
四
億
円
（
う

ち
国
費
相
当
額
が
約
四
十
四
億
円
）
、
水
産
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
事
業
の
う
ち
流
通
促
進
・
消
費
等
拡
大
対
策
事
業
の
う
ち

特
定
水
産
物
供
給
平
準
化
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
担
い
手
代
船
取
得
支
援
リ
ー
ス
事
業
が

約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
鯨
類
資
源
持
続
的
利
用
支
援
調
査
事
業
が
約
三
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額

が
約
三
億
円
）
、
韓
国
・
中
国
等
外
国
漁
船
操
業
対
策
基
金
事
業
が
約
十
二
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
十
二
億
円
）
、

畜
産
高
度
化
支
援
リ
ー
ス
事
業
が
約
四
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
四
億
円
）
、
食
肉
加
工
施
設
等
整
備
リ
ー
ス
事
業
貸

付
機
械
取
得
資
金
造
成
事
業
が
約
二
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
一
億
円
）
、
畜
産
経
営
維
持
緊
急
支
援
資
金
融
通
事
業

が
約
二
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
二
億
円
）
、
農
業
信
用
保
証
保
険
基
盤
強
化
事
業
（
大
規
模
災
害
被
災
農
業
者
等
支

援
対
策
（
実
質
無
担
保
無
保
証
人
事
業
）
）
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
農
業
経
営
維
持
支
援
緊
急

保
証
事
業
が
約
一
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
一
億
円
）
、
農
業
経
営
復
旧
・
復
興
対
策
特
別
保
証
事
業
補
助
金
交
付
事



 

４ 

 

業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
農
業
信
用
保
証
保
険
基
盤
強
化
事
業
（
大
規
模
災
害
被
災
農
業
者
等

支
援
対
策
（
実
質
無
担
保
無
保
証
人
事
業
）
）
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
で
あ
る
。 

 
 

経
済
産
業
省 

 
 

全
体
で
、
七
基
金
事
業
で
あ
り
、
経
営
安
定
関
連
保
証
等
対
策
費
補
助
事
業
が
約
四
百
四
十
八
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額

が
約
四
百
四
十
八
億
円
）
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
導
入
促
進
リ
ー
ス
事
業
（
低
炭
素
リ
ー
ス
信
用
保
険
）
が
約
二
億
円
（
う

ち
国
費
相
当
額
が
約
二
億
円
）
、
中
小
企
業
災
害
復
旧
資
金
利
子
補
給
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、

先
端
低
炭
素
設
備
導
入
促
進
補
償
制
度
推
進
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
中
小
企
業
消
費
税
軽

減
税
率
対
策
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
別
利
子
補
給
事
業

が
約
二
百
九
十
二
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
二
百
九
十
二
億
円
）
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
民
間
制
度
融
資
利

子
補
給
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
で
あ
る
。 

 
 

国
土
交
通
省 

 
 

全
体
で
、
八
基
金
事
業
で
あ
り
、
信
用
・
指
導
基
金
の
事
業
が
約
十
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
二
億
円
）
、
耐
震
・

環
境
不
動
産
形
成
促
進
事
業
が
約
五
十
二
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
五
十
二
億
円
）
、
街
な
か
居
住
再
生
フ
ァ
ン
ド
の



 

５ 

 

事
業
が
約
四
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
四
億
円
）
、
木
曽
三
川
水
源
地
域
対
策
基
金
基
本
基
金
の
事
業
が
約
零
億
円
（
う

ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
住
宅
保
証
基
金
の
事
業
が
約
十
六
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
十
六
億
円
）
、
高
齢
者

居
住
安
定
基
金
の
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億
円
）
、
住
宅
市
場
安
定
化
対
策
事
業
が
約
十
億
円
（
う

ち
国
費
相
当
額
が
約
十
億
円
）
、
交
通
遺
児
に
対
す
る
奨
学
金
貸
与
事
業
が
約
二
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
一
億
円
）

で
あ
る
。 

 
 

環
境
省 

 
 

全
体
で
、
五
基
金
事
業
で
あ
り
、
産
業
廃
棄
物
特
定
支
障
除
去
等
支
援
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億

円
）
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
対
策
推
進
費
補
助
金
が
約
六
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
三
億
円
）
、
土
壌
汚
染
対
策
基
金
の
事

業
が
約
十
一
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
二
億
円
）
、
耐
震
・
環
境
不
動
産
形
成
促
進
事
業
が
約
五
十
二
億
円
（
う
ち
国

費
相
当
額
が
約
五
十
二
億
円
）
、
地
域
脱
炭
素
化
出
資
事
業
が
約
十
三
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
十
三
億
円
）
で
あ
る
。 

 
 

防
衛
省 

 
 

全
体
で
、
一
基
金
事
業
で
あ
り
、
合
衆
国
軍
隊
事
故
被
害
者
救
済
融
資
事
業
が
約
零
億
円
（
う
ち
国
費
相
当
額
が
約
零
億

円
）
で
あ
る
。 



 

６ 

 

 
 

な
お
、
耐
震
・
環
境
不
動
産
形
成
促
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
の
共
管
で
あ
り
、
そ
の
重
複
を
除

く
と
、
全
体
で
、
四
十
六
基
金
事
業
、
約
千
四
百
五
十
七
億
円
及
び
約
千
四
百
三
十
六
億
円
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
国
の
基
準
」
で
あ
る
「
補
助
金
等
の
交
付
に
よ
り
造
成
し
た
基
金
等
に
関
す
る
基
準
」
（
平
成
十
八
年
八
月

十
五
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
は
、
「
保
有
割
合
が
「
一
」
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
基
金
」
に
つ
い
て
、
「
基
金
の
財
源
と

な
っ
て
い
る
国
か
ら
の
補
助
金
等
の
国
庫
へ
の
返
納
な
ど
、
そ
の
基
金
の
取
扱
い
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
」
と
し
て
お
り
、

御
指
摘
の
「
基
金
の
保
有
割
合
が
一
を
上
回
る
」
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
国
庫
に
返
納
す
る
こ
と
と
は
し
て
い
な
い
が
、
補

助
金
等
の
交
付
に
よ
り
造
成
し
た
基
金
を
保
有
す
る
法
人
及
び
所
管
府
省
に
お
い
て
、
個
別
に
基
金
を
取
り
巻
く
状
況
を
踏

ま
え
、
適
切
に
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
の
行
政
改
革
推
進
会
議
に
お
い
て
、
基
金
シ
ー
ト
に
つ
い
て
、
基
金
の
規
模
等
に
つ
い

て
の
記
載
を
充
実
さ
せ
、
そ
の
内
容
が
適
切
か
に
つ
い
て
の
外
部
有
識
者
に
よ
る
点
検
を
導
入
す
る
な
ど
の
見
直
し
を
行
い
、

令
和
五
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
取
組
を
行
い
つ
つ
、
基
金
事
業
の
適
正
な
執
行
管
理
等
に
努
め

て
ま
い
り
た
い
。 


